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保健衛生センター 事務局　総務課

那須南病院　総務課 那須南病院　総務課

那須南病院　医事課 那須南病院　医療福祉相談・医療相談室

消防本部　那須烏山消防署 消防本部　那須烏山消防署

　まだまだ未熟ではあ
りますが、組合の方々
や市町民の皆さまのお
役に立てるように頑張
っていきます。

　不慣れなことも多く
ありますが、早く仕事を
覚えられるように精一
杯頑張ります。よろしく
お願いします。

　大学で学んだ法律
の知識を活かし、地域
の皆様のお役に立て
るよう、頑張りますの
でよろしくお願い致し
ます。

　地域の皆様が安心し
て生活が送れるような
消防職員を目指し、日
々努力を怠らず精進し
ていきたいです。

　幼い頃からの夢で
ある消防士になること
ができました。地域の
皆様に貢献できるよう
日々精進していきます。

　座右の銘は、「春風
接人 秋霜自粛」です。
一日も早く仕事を覚え
られるよう頑張ります
ので、どうぞよろしく
お願いします。

　正確な事務処理がで
きるようになりたいで
す。患者さんの力になれ
るよう頑張りますので、
よろしくお願いします。

　新米の社会福祉士
ですが、周りの方々と
協力して、地域に貢献
していけるよう精一杯
努力していきます。

令和５年度

福 田 凌 平
ふく　　だ　　りょう   へい

片 岡 有 紗
かた　  おか　　あり　　さ

秋 元 琉 海
あき　  もと　 りゅう    せい

阿久津 翔 大
あ　  く　　つ　   しょう     た

草 分 咲 月
くさ　  わけ　　 さ　　つき

栂 村　要
とが  　むら　　   かなめ

川 井　聡
かわ   　い　  　   さとし

蛭 田　光
ひる　　た　　  　ひかる

２

収益的収入及び支出 資本的収入及び支出
資本的収入 …………………… ※4億9,348万8千円

　企業債……………………………… 3億3,840万円

　他会計負担金 ………………… 1億5,508万7千円

　長期貸付金返還金 ………………………… 1千円

資本的支出 ……………………… 6億1,457万7千円

　建設改良費 …………………… 3億5,146万3千円

　企業債償還金 ………………… 2億5,663万4千円

　投資……………………………………… 648万円

病院事業収益……………………… 31億6,500万円

　医業収益 …………………… 27億3,086万1千円

　医業外収益…………………… 4億3,413万8千円

　特別利益……………………………………1千円

病院事業費用……………………… 31億6,500万円

　医業費用…………………… 30億9,304万6千円

　医業外費用……………………… 6,845万4千円

　特別損失…………………………………300万円

　予備費…………………………………… 50万円

令和５年度　組合予算の概要
一般会計：予算総額は25億1,710万円で、前年度比２億3,710万円増（10.4％増）となりました。

病院事業会計：予算総額は37億7,957万7千円で、前年度比４億4,280万5千円増（13.3％増）となりました。

分担金及び
負　担　金
使用料及び
手　数　料
国・県支出金

繰　入　金

繰　越　金

組　合　債

そ　の　他

23億1,656万1千円（92.0％）

5,166万4千円（2.1％）

2,421万2千円（0.9％）

9,769万4千円（3.9％）

500万円（0.2％）

990万円（0.4％）

1,206万9千円（0.5％）

140万円（0.1％）

9,925万3千円（3.9％）

15億5,109万8千円（61.6％）

8億2,148万4千円（32.6％）

3,886万5千円（1.6％）

500万円（0.2％）

那須烏山市・那珂川町からの負担金

斎場使用料、し尿・ごみ処理手数料、消防許認可申請手数料等

国・県からの補助金

基金からの繰入金

前年度からの繰越金

借入金（那須烏山消防署自家発電設備改修）

財産収入・寄附金・諸収入

組合議会の運営費

組合運営全般に要する経費

那須南病院への繰出金、斎場・保健衛生センターの運営費等

消防本部および各消防署の運営に要する経費

借入金返済に要する経費

議　会　費

総　務　費

衛　生　費

消　防　費

公　債　費

予　備　費

【負担金内訳】

那須烏山市：15億3,516万9千円

  うち実負担分：12億7,326万９千円

  交付税分：２億6,190万円

那珂川町：７億8,139万２千円

歳

　入

歳

　出

　令和５年度の主な事業は、施設の延命化のための屋上防水及び外壁改修工事の実施、一般撮影用Ｘ線装置等の医

療機器の更新です。予算増加の主な要因は、原油価格の高騰に伴う電気料等の増加によるものです。

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する1億2,108万9千円は、
　過年度分損益勘定留保資金で補てんします。

組合議会のうごき

髙田 悦男　議員
たか  だ　えつ お

　沼田邦彦議員（那須烏山市）
の辞職にともない、那須烏山市議
会より新たに、髙田悦男議員が
組合議会議員に選出されました。
　組合議会議員の定数は12名
で、那須烏山市議会議員６名、那
珂川町議会議員６名で構成され
ています。

議席番号・氏名
1 川上要一
2 渋井由放
3 髙野　泉
4 荒井浩二
5 中山五男
6 川俣義雅

市・町
那珂川
那須烏山
那珂川
那須烏山
那須烏山
那珂川

市・町
那須烏山
那珂川
那珂川
那須烏山
那須烏山
那珂川

議席番号・氏名
7 興野一美
8 益子純恵
9 大金　清
10 平塚英教
11 髙田悦男
12 鈴木　繁
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山岳事故にご注意ください！

熱中症を予防しよう！（熱中症の分類と対処方法）

POINT

　これからの季節、川や海そして山などでアウトドアのレジャーを計画している方も多いので

はないでしょうか。

　そこで今回は、山の事故について掲載します。

　春から秋にかけて登山や山菜採りを目的として入山する方が増え、例年、道迷いによる遭難、転倒や沢に滑

落するなどして怪我をする事故が発生しています。

　このような事故を防ぐには、個人はもちろんのこと、家族や友人など周りの人も注意することが大切です。

　慣れた山でも、油断すると「危険な落とし穴」があることを忘れずに、次の事項に注意し、安全に登山や山

菜採りを楽しみましょう。

万が一、山で遭難してしまったときは、歩き回らず助けを待ちましょう。

特に日没後の行動は危険です。

山は自然そのものであり、安全は一切保証されていません。

ルールやマナーを守り、山の事故を防ぎましょう。

山岳事故を防止するための注意事項
１　家族に行先地と帰宅時間を知らせる。（登山であれば登山計画書を提出する。）

 ２　単独での入山を避け、２人以上で入山する。
 ３　服装は赤や黄色系などの目立つ色にする。
 ４　携帯電話（スマホ）、非常食、水、笛などを携帯する。
 ５　迷ったときは、落ち着いて行動する。（体力の消耗を抑える。）
 ６　非常時のことを想定した雨具・防寒着を準備する。

５

 

 
 

 
 
 
 

119番 

重 症 度 症 状 対 　 処 医療機関への受診

・めまい 
・立ちくらみ
・こむら返り
・手足のしびれ

・頭痛 
・吐き気・吐いた
・体がだるい
・集中力や判断力の低下

・意識障害（受け答え
　会話がおかしい）
・けいれん
・運動障害（普段通り
　に歩けないなど）
・体が熱い

・涼しい場所へ移動
・安静
・冷やした水分、
　塩分補給

・涼しい場所へ移動
・安静
・衣類をゆるめ体を冷やす
・十分な水分と塩分補給

・涼しい場所へ移動
・安静 
・衣類をゆるめ保冷剤
　などで冷やす

・急いで救急車を要請

・口から飲めない場合や、
　症状の改善が見られな
　い場合は、受診が必要 

・症状が改善すれば 
　受診の必要なし

体を冷やすときは、首の周り・脇の下・太もものつけねなどの太い血管部分を冷やすと効率よく冷やすことができます。

 持病をお持ちの方やお子さんは、かかりつけの医師とあらかじめ相談し、
熱中症対策についてアドバイスをもらっておきましょう。 

４

消防本部公式Twitter(ツイッター)を運用しています！ 
　消防本部では、皆様の安心・安全な生活に役立てていただくため、また消防をより身近に感
じていただくために、消防・防災に関する情報や、消防業務、消防本部の取り組みなど、さまざ
ま情報を公式ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）で発信しています。

南那須地区広域行政事務組合消防本部公式ツイッター

アカウント　minaminasu_F_D  

Ｕ　Ｒ　Ｌ　https://twitter.com/minaminasu_F_D

▲自動心臓マッサージ器
　※人形に装着しています。

南那須消防
 Vol.③

　このコーナーでは、消防という仕事を特集・掲載していきます。

　今回は、表紙にも掲載している令和５年２月に更新し運用開始と

なった高規格救急自動車を紹介します。

　当消防本部では、那須烏山消防署に予備車１台を含め３台、那珂川

消防署に２台、合計５台の高規格救急自動車を運用しています。

　高規格救急自動車は、一見するとこれまでの救急自動車と変わらな

いと感じるかもしれませんが、車内には最新の救急資器材を積載し、

救急活動をより安全に行える工夫が取り入れられています。

　この度更新となった車両には、感染症対策として運転席と患者室を

必要に応じて仕切ることができる隔壁を設けたほか、自動心臓マッ

サージ器を導入したことにより、病院へ向かう車内でも常に質の高い

心臓マッサージを継続できるようになりました。

　新たな救急車

両と資器材を活

用して、更なる

救急体制の充実

を図り、安全で

安心できる救急

活動に努めてま

いります。

　住宅用火災警報器の電池寿命は10年が目安とされています。

　ご自宅の住宅用火災警報器は正確に作動していますか？

　※寿命は機種によって異なりますので、取扱説明書等を確認してください。

　右の図のように点検ボタンを押すか点検ひもを引っぱ

り、定期的に点検を実施しましょう。

　南那須地区広域行政事務組合火災予防条例では、※全て

の住宅に住宅用火災警報器を設置することが義務付けられ

ています。
※すでに自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されているマン
　ション等は除く。

まだ設置していない方は今すぐ取り付けを！

　消防署見学は随時受け付けていま
す。興味がある方は是非、各消防署ま
でお問合せください。
※災害対応などによりお受けできない場合も
　あります。

問合せ先

那須烏山消防署　☎ 82-2009
那珂川消防署　☎ 92-2800

隔壁を開けた状態 隔壁を閉じた状態

「住宅用火災報知器」設置後の点検は実施していますか？



山岳事故にご注意ください！

熱中症を予防しよう！（熱中症の分類と対処方法）
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７

　大掃除などで一時的に多量のごみが出た場合やコンテナに入らない粗大ごみを処分する場合には、保健
衛生センターに直接搬入することができます。
　直接搬入される方は、必ずごみを分別のうえ、スムーズに搬入できるようご協力をお願いいたします。
　※緊急時に直接搬入を中止する場合もあるため、搬入する際は組合ホームページ等でご確認をお願いいたします。

■受け入れできないごみは、ごみ収集カレン

ダー「保健衛生センターで処理できないご

み」をご参照ください。

■休日は、混雑するため、長時間お待ちいただ

く場合がありますのでご了承ください。

　※特に、家電リサイクル品は時間がかかり

ますので、出来るだけ平日にお持ちくださ

い。

■ごみステーションに出せるごみは、なるべく

ごみステーションをご利用ください。

■事業系ごみの休日受け入れは行っておりま

せん。

【平日の受入】

　月曜日～金曜日

　（祝日・年末年始（12/29～１/３）を除く）

【休日の受入】

　第１日曜日（日程が変更となる場合もありますの

　で、詳しくはごみの収集カレンダーをご覧ください）

【受入時間】

　午前の部　 ８時30分～11時30分

　午後の部　13時00分～16時30分

【料　　金】

　一般家庭ごみ　10㎏当たり100円

令和５年

７月２日（日） ８月６日（日） ９月３日（日）

10月１日（日） 11月５日（日） 12月３日（日）

家庭ごみの直接搬入について

受付から精算までの流れ

お 願 い

　南那須地区広域行政事務組合では、「資源循環型の南那須圏域」を目指し、３Ｒ※の推進、ごみ

の適正処理の推進等に取り組んでいます。住民・事業者の皆様には、ご協力をお願いいたします。

※ごみの発生抑制（リデュース）、再使用（リユース）、再生利用（リサイクル）のこと

お問い合わせ先：保健衛生センター　☎0287-83-1155

保健衛生センターからのご案内

①計量・受付
　計量機に車を乗せて、
インターホンを押してく
ださい。係員が住所(市
町名)、氏名、ごみの種
類をお伺いします。

②ごみを降ろす
　係員の誘導・指示にし
たがって、指定の場所に
自分でごみを降ろしてく
ださい。

③計量
　ごみを降ろし終わった
ら、もう一度、計量機に
車を乗せて、インターホ
ンを押してください。
　３枚複写の伝票が出力
されますので、精算所ま
でご持参ください。

④精算
　精算所で支払いをして
ください。
　支払いの際は、伝票に
住所と氏名を記入してい
ただきます。
※小銭の用意をお願いし
ます。

■搬入の作業は、係員の誘導・指示に従ってください。

1回目の
計量

２回目の
計量

ごみの
重さ

６

清掃活動の
お知らせ

病児保育所はどのような施設ですか。

お問い合わせ：那須南病院総務課　0287-84-3911

那須南病院の敷地内にある施設で、看護師が常駐して病気から

回復していないお子さんを預かり、一時保育を行っています。

利用できるお子さんと利用料金を教えてください。

利用できるのは、次に該当する「生後１０ヶ月～小学６年生」のお子

さんになります。

①① 那那須須烏烏山山市市・・那那珂珂川川町町・・高高根根沢沢町町にに住住所所をを有有すするるおお子子ささんん

【【一一日日のの利利用用料料金金：：22,,000000円円】】

②② 保保護護者者がが那那須須烏烏山山市市内内のの事事業業所所にに勤勤務務すするるおお子子ささんん

【【一一日日のの利利用用料料金金：：33,,000000円円】】

保育時間と必要な手続きを教えてください。

保育時間は、「月曜日から金曜日までの 午前８時～午後６時」までとな

ります。

なお、土日・祝日・年末年始は休園となりますのでご注意ください。

手続きについては、事前登録や予約が必要になりますので、詳しくは

那須南病院 総務課までお問い合わせください。

また、病院ホームページにも詳細が掲載されていますのでご覧ください。

～病児保育所利用のご案内～
那須南病院では病児保育所を開設しています。病気の回復していないお子さんを保護者の方の

勤務等のご都合により、ご家庭で保育できない場合に一時的にお子さんをお預かりします。

主催：南那須地域医療を守る会

那須南病院の植込み等の清掃活動（草むしり等）を実施いたします。
ご参加いただける方は、ご協力をお願いいたします。

日　　時　　　７月２日（日）　午前７時から１時間程度（小雨決行）

場 所 那須南病院

そ の他 鎌や刈込バサミ等の用具がありましたらお持ちください。
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８

　適正なごみ処理には、保健衛生センター(ごみ処理施設)の施設・設備等の安全かつ安定的な運転

管理が不可欠です。

　住民・事業者の皆様には、３Ｒ及び施設・設備等の安全に配慮して「適正なごみの出し方」にご

協力をお願いいたします。

お問い合わせ先：保健衛生センター　☎0287-83-1155

保健衛生センターからのご案内 ごみの出し方について

スプレー缶・カセット式
ガスボンベの出し方

搬入される紙のごみについて

　ごみ収集車への積み込みやごみ処理施設での作業中に、爆発・炎上するなど重大事故につながります

ので、完全に使い切り、必ず穴をあけて振って音がしないことを確認してから出してください。

　ごみ処理施設では、可燃ごみを破砕機で細かくしてから焼却処理しています。近年破砕機の負担が大

きく、刃物の損傷など故障が発生しています。大量の紙ごみを直接搬入する場合は、できるだけ細かく

分別してから出してください。

◎紙ごみの分別及び前処理
　〇個人情報などの記載のある紙　⇒　シュレッダー等で裁断　⇒　可燃ごみとして搬入　⇒　焼却
　〇個人情報などの記載がない紙　⇒　雑紙として搬入　⇒　資源化

◎段ボールの収集　※段ボールは資源ごみになるので可燃ごみと分けて出してください。

　〇段ボール　⇒　段ボールとして搬入　⇒　資源化

スプレー缶・ガスボンベ 専用器具 ガス抜き ガス抜き後

(注意)ガス抜きは風通しの良い屋外で行い、専用器具で穴をあけてください。

※書類でシュレッダー等で裁断できない場合は、保健衛生センターへご連絡ください。


